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ページ・項 修正前 修正後 備考 

P.6 

第１章 

第３節  

 

１ 水防管理団体等の責任 

（４）水防団（水防団長、水防団員）の責任又は権限 

  キ 水防上緊急を要する通信のために、電気通信設備を優先的に利用し、

又は警察通信施設等をしようすること（法第２７条） 

１ 水防管理団体等の責任 

（４）水防団（水防団長、水防団員）の責任又は権限 

  キ 水防上緊急を要する通信のために、電気通信設備を優先的に利用し、又

は警察通信施設等を使用すること（法第２７条） 

誤植のため修

正 

P.12 

第 5章 

第 1節  

 

１ 評定基準 

(1) 国管理区間 

種  別 
重  要  度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

堤防高 
(流下能
力) 
 

計画高水流量規模の洪水の水位（高
潮区間の堤防にあっては計画高潮位）
が現況の堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水
位（高潮区間の堤防にあっては計
画高潮位）と現況の堤防高との差
が堤防の計画余裕高に満たない
箇所。 

 

 

１ 評定基準 

(1) 国管理区間 

種  別 
重  要  度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

越水 

 (溢水) 

計画高水流量規模の洪水の水位（高
潮区間の堤防にあっては計画高潮位）
が現況の堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水
位（高潮区間の堤防にあっては計
画高潮位）と現況の堤防高との差
が堤防の計画余裕高に満たない
箇所。 

 

 

評定基準の改

訂 

P.12 

第 5章 

第 1節  

 

１ 評定基準 

(1) 国管理区間 
堤防断面 
 

現況の堤防断面あるいは堤防の上端
幅（天端幅）が、計画の堤防断面あるい
は計画の堤防の上端幅（天端幅）の２分
の１未満の箇所。 

現況の堤防断面あるいは堤防の
上端幅（天端幅）が、計画の堤防断
面あるいは計画の堤防の上端幅（天
端幅）に対して不足しているが、そ
れぞれ２分の１以上確保されてい
る箇所。 

 

堤防斜面 
の崩れ
（法崩
れ）・す
べり 
 

堤防斜面の崩れ（法崩れ）又はすべ
りの実績があるが、その対策が未施工
の箇所。 
 

堤防斜面の崩れ（法崩れ）又は
すべりの実績があるが、その対策
が暫定施工の箇所。 
堤防斜面の崩れ（法崩れ）又はすべ
りの実績はないが、堤体あるいは基
礎地盤の土質、法勾配等からみて堤
防斜面の崩れ（法崩れ）又はすべり
が発生するおそれのある箇所で、所
要の対策が未施工の箇所。 

 

漏水 
 

漏水の履歴があるが、その対策が未施
工の箇所。 
 

漏水の履歴があり、その対策が暫
定施工の箇所。 
漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧
川跡の堤防であること、あるいは基
礎地盤及び堤体の土質等からみて、
漏水が発生するおそれがある箇所
で、所要の対策が未施工の箇所。 

 

水衝・深
掘 
れ（洗
掘） 
 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘
れしているがその対策が未施工の箇
所。橋台取付部やその他の工作物の突
出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗わ
れ一部破損しているが、その対策が未
施工の箇所。 
波浪による川岸の欠壊等の危険に瀕し
た実績があるが、その対策が未施工の
箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河床が
深掘れにならない程度に洗掘され
ているが、その対策が未施工の箇
所。 
 

 

 

 

１ 評定基準 

(1) 国管理区間 

堤 体 漏  
 水 

堤防の機能に支 障が生じる堤体
の 変状の履歴（被災 状況が確認で
きる もの）があり、類似 の変状が繰り返
し 生じている箇所。 

堤体の土質、法 匂配等からみて
堤 防の機能に支障が 生じる堤体の
変状 の生じるおそれが あり、かつ
堤防の 機能に支障が生じ る堤体の
変状の履 歴（被災状況が確 認でき
るもの）が ある箇所。 

水防団等と意見 交換を行い、堤
体 漏水が生じる可能 性が特に高い
と考 えられる箇所 

堤防の機能に支障 が生じる堤体の変
状 の履歴（被災状況が 確認できるも
の）が あり、安全が確認さ れていない箇
所、又 は堤防の機能に支障 は生じていな
いが、 進行性がある堤体の 変状が集中し
ている箇所。 
堤防の機能に支障 が生じる堤体の変状 

の履歴（被災状況が 確認できるもの）
は ないが、堤体の土質、 法匂配等からみて堤 
防の機能に支障が生 じる堤体の変状の生 
じるおそれがあると考えられる箇所。 
水防団等と意見交 換を行い、堤体漏水 

が生じる可能性が高 い と 考 え ら れ
る 箇 所  

 

基 盤
地  盤
漏 水  

堤防の機能に支  障が生じる基礎
地 盤漏水に関係する 変状の履歴
（被災 状況が確認できる もの）があ
り、類似 の変状が繰り返し 生じている
箇所。 

基礎地盤の土質 等からみて堤防
の 機能に支障が生じ る変状の生じ
るお それがあり、かつ 堤防の機能
に支障 が生じる基礎地盤 漏水に関
係する変 状の履歴（被災状 況が確
認できるも の）がある箇所。 

水防団等と意見 交換を行い、基
礎 地盤漏水が生じる 可能性が特に
高い と考えられる箇所。 

堤防の機能に支 障が生じる基礎
地 盤漏水に関係する 変状の履歴
（被災 状況が確認できる もの）があ
り、安全 が確認されていな い箇所、
又は堤防 の機能に支障は生 じてい
ないが、進 行性がある基盤漏 水に
関係する変状 が集中している箇 
所。 

堤防の機能に支 障が生じる基礎
地 盤漏水に関係する 変状の履歴
（被災 状況が確認できる もの）はな
いが、基 礎地盤漏水の土質 等からみ
て堤防の 機能に支障が生じ る変状
の生じるお それがあると考え られ
る箇所。 

水防団等と意見 交換を行い、基
礎 地盤漏水が生じる 可能性が高い
と考えられる箇所。 

 

 

評定基準の改

訂 
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水衝・深
掘 
れ（洗
掘） 
 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘
れしているがその対策が未施工の箇
所。橋台取付部やその他の工作物の突
出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗わ
れ一部破損しているが、その対策が未
施工の箇所。 
波浪による河岸の決壊等の危険に瀕し
た実績があるが、その対策が未施工の
箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河床が
深掘れにならない程度に洗掘され
ているが、その対策が未施工の箇
所。 
 

 

 

評定基準の改

訂 

P.17～20 

第 6章 

第 1節  

 

１ 気象、高潮及び洪水についての予報・警報（名古屋地方気象台発表） 

水防に関する気象、高潮及び洪水の注意報・警報は以下のとおりであり、

「警報・注意報発表基準表」の条件に該当すると予想される場合に、名古屋

地方気象台から発表され、大雨や高潮によって重大な災害が起こるおそれが

著しく大きい場合には「特別警報」が発表される。また、現象の予告的情報

や補完的情報等として気象情報が発表されることがある。 

なお、大雨や洪水などの注意報・警報（追加）が発表された場合、テレビ

やラジオによる放送などでは、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよ

う、「市町村等をまとめた地域」の名称を用いる場合がある。ただし、水防

活動の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

 

 

(1) 大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。（追加） 

(2) 高潮注意報 

台風や低気圧による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。各市町村の海岸における潮位予測を基

に発表される。（追加） 

 

 

１ 気象、高潮及び洪水についての予報・警報（名古屋地方気象台発表） 

水防に関する気象、高潮及び洪水の注意報・警報は「注意報」は大雨等の気

象現象により災害が起こるおそれのあるとき、「警報」は重大な災害が起こる

おそれのあるとき、「特別警報」は重大な災害が起こるおそれが著しく大きい

場合に、名古屋地方気象台から発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中

小河川の増水･氾濫等については、実際に危険度が高まっている場所が「危険

度分布」等で発表される。さらに、現象の予告的情報や補完的情報等として気

象情報が発表されることがある。 

なお、大雨や洪水などの注意報・警報・特別警報が発表された場合、テレビ

やラジオによる放送などでは、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよ

う、「市町村等をまとめた地域」の名称を用いる場合がある。ただし、水防活

動の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

(1) 大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

(2) 高潮注意報 

台風や低気圧による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。各市町村の海岸における潮位予測を基

に発表される。高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。高潮警報に切り替え

表記の整理 
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(3) 洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。（追加） 

 

 

(4) 大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。（追加） 

 

(5) 高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。各市町村の海岸における潮位

予測を基に発表される。（追加） 

 

 

 

 

(6) 洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害

として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげら

れる。（追加） 

(7) 大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

る可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者等の避難が必要とされる

警戒レベル３に相当する。 

(3) 洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２である。 

(4) 大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。大雨警報（土砂災害）は高齢者等の避難が必要とされる警戒レベ ル３

に相当する。 

(5) 高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。各市町村の海岸における潮位

予測を基に発表される。高潮警報に切り替える可能性に言及されていない

場合は、避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。高潮警報に

切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者等の避難が必要

とされる警戒レベル３に相当する。 

(6) 洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害

として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげら

れる。高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当する。 

(7) 大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい
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ときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨

特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に

警戒すべき事項が明記される。（追加） 

 

 

(8) 高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発

生するおそれが著しく大きいときに発表される。（追加） 

 

(9) 気象情報 

ア 「全般気象情報（追加）  、東海地方気象情報、愛知県気象情報」…気象

の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する

場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上

の注意を解説する場合等に発表される。 

（追加） 

 

 

イ 「記録的短時間大雨情報」（追加）…愛知県内で、大雨警報発表中に数

年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の

雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせ

た分析)したときに、府県気象情報の一種として発表される。この情報が

発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫とい

った災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際

に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の危険度分布

で確認することができる。 

発表基準は、１時間雨量１００mm である。 

ときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨

特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に

警戒すべき事項が明記される。雨を要因とする大雨特別警報は災害がすで

に発生していることを示す警戒レベル５に相当する。 

 (8) 高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発

生するおそれが著しく大きいときに発表される。避難が必要とされる警戒

レベル４に相当する。 

 (9) 気象情報 

ア 「全般気象情報（気象庁発表）,東海地方気象情報、愛知県気象情報」…

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起す

る場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上

の注意を解説する場合等に発表される。 

   また、平年から大きくかけ離れた気象状況が数日間またはそれ以上の長

期間にわたって続き災害の発生する可能性がある等、社会的に大きな影響

が予想される場合にも発表される。 

イ 「記録的短時間大雨情報」（気象庁発表）…愛知県内で、大雨警報発表

中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測(地

上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合

わせた分析)したときに、府県気象情報の一種として発表される。この情

報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫と

いった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際

に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の危険度分布で

確認する必要がある。 

発表基準は、１時間雨量１００mm である。 
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ウ 「土砂災害警戒情報」（追加）…大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨

による土砂災害発生の危険度が更に高まった時、市長の避難勧告や住民

の自主避難の判断を支援するため、対象となる市を特定して警戒を呼び

かける情報で、愛知県と名古屋地方気象台から共同で発表される。（追

加）なお、これを補足する情報である土砂災害警戒判定メッシュ情報で、

実際に危険度が高まっている場所を確認することができる。 

土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表されてい

るときは、避難勧告等の対象地区の範囲が十分であるかどうか等、既に

実施済みの措置の内容を再度確認し、その結果、必要に応じて避難勧告

の対象地域の拡大等の更なる措置を検討する必要がある。 

 

エ 「竜巻注意情報」（追加）…積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発

表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が

高まった時に、愛知県西部と愛知県東部を発表区域として発表される。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を

示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に

高まっている旨を、愛知県西部と愛知県東部を発表区域として発表され

る。 

この情報の有効期間は、発表から約１時間である。 

オ 「天候情報」（追加） 

    平年から大きくかけ離れた気象状況が数日間またはそれ以上の長期間

にわたって続き災害の発生する可能性がある等、社会的に大きな影響が

予想される場合に発表される。 

 

 

ウ 「土砂災害警戒情報」（愛知県・名古屋地方気象台共同発表）…大雨警

報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度が更に高まっ

た時、市長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するため、対象とな

る市を特定して警戒を呼びかける情報で、愛知県と名古屋地方気象台から

共同で発表される。避難が必要とされる警戒レベル４に相当する。なお、

これを補足する情報である大雨警報（土砂災害）の危険度分布で、実際に

危険度が高まっている場所を確認することができる。 

土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表されている

ときは、避難勧告等の対象地区の範囲が十分であるかどうか等、既に実施

済みの措置の内容を再度確認し、その結果、必要に応じて避難勧告の対象

地域の拡大等の更なる措置を検討する必要がある。 

エ 「竜巻注意情報」（気象庁発表）…積乱雲の下で発生する竜巻、ダウ

ンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注

意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっている時に、愛知県西部と愛知県東部を発表区域とし

て発表される。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示

し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高

まっている旨を、愛知県西部と愛知県東部を発表区域として発表される。 

この情報の有効期間は、発表からおおむね１時間である。 

オ 「早期注意情報（警報級の可能性）」…警報級の現象が５日先までに予

想されているときに、その可能性が［高］、［中］２段階で発表される。当

日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表

単位（愛知県は東部と西部）で、２日先から５日先にかけては日単位で、

週間天気予報の対象地域と 同じ発表単位（愛知県）で発表される。明日

までの大雨の「早期注意情 報（警報級の可能性）」の［高］又は［中］は、
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(10)（追加） 

 

災害への心構えを高める警戒レベル１である。 

 

(10)大雨警報・洪水警報の危険度分布 
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P.21 

第 6章 

第 1節  

 

  

基準の改訂 

P.21～22 

第 6章 

第 1節  

 

（別表７）大雨・高潮特別警報基準 

 

（別表７）大雨・高潮特別警報基準 

 

表記の整理 
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P.23 

第 6章 

第 1節 

２ 津波警報等の種類・内容等（気象庁発表） 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 

  ア 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

    （略） 

    津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は５段階

の数値で発表する。ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超え

るような巨大地震は精度のよい地震の規模をすぐに求めることができな

いため、その海域における最大の津波想定等をもとに津波警報・注意報

を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では予想

される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉で発表する。予想され

る津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合は、その後、地震の

規模が精度よく求められた時点で津波警報（追加）を更新し、予想され

る津波の高さも数値で発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ 

 

２ 津波警報等の種類・内容等（気象庁発表） 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 

  ア 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

    （略） 

    津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は５段階の

数値で発表する。ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるよ

うな巨大地震に対しては、津波警報等発表の時点では、その海域における

最大の津波想定等をもとに津波警報・注意報を発表する。その場合、最初

に発表する大津波警報や津波警報では予想される津波の高さを「巨大」や

「高い」という言葉で発表する。予想される津波の高さを「巨大」などの

言葉で発表した場合は、その後、地震の規模が精度よく求められた時点で

津波警報等を更新し、予想される津波の高さも数値で発表する。 

 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ 

 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の訂正 
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P.23 

第 6章 

第 1節 

イ 津波警報等の留意事項等 

  （略） 

 ・津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新

する場合がある。 

イ 津波警報等の留意事項等 

  （略） 

・津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもと

に、更新する場合がある。 

表記の整理 

P.24 

第 6章 

第 1節 

(2) 津波情報 

ア 津波情報の発表等 

（追加）津波警報等を発表した場合には、（追加）津波の到達予想時刻や

予想される津波の高さなどを津波情報で発表する。 

 

津波情報の種類と発表内容 

 

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き及びその時点

における最大波の観測時刻と高さを発表する。 

 

 

 

(2) 津波情報 

ア 津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予

想時刻や予想される津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻

等を津波情報で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

 

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き及びその時点ま

でに観測された最大波の観測時刻と高さを発表する。 

 

表記の整理 
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（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点にお

ける最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値

から推定される沿岸での推定値（第１波の（追加）到達時刻、最大波の

（追加）到達時刻と（追加）高さ）を津波予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定

される津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍ら

せる恐れがあるため、当該津波予報区において大津波警報又は津波警報

が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく

「観測中」（沖合での観測値）又は「推定中」（沿岸での推定値）の言葉

で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに

観測された最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これ

ら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、

最大波の推定到達時刻と推定される高さ）を津波予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難

行動への影響を考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大

津波警報又は津波警報が発表中の津波予報区において、沿岸で推定され

る津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）及

び「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中である

ことを伝える。 

P.25 

第 6章 

第 1節 

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整理 
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沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容 

 

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容 

 

P.27 

第 6章 

第 2節 

１ 気象、高潮及び洪水に関する予報・警報伝達系統図 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 気象、高潮及び洪水に関する予報・警報伝達系統図 

 

※緊急速報メールは、気象等（大雨、防風、高潮、波浪、暴風雪、大雪）に関する特別

警報が対象市町村に初めて発表されたときに、気象台から携帯電話事業者を通じ

て関係するエリアに配信される。 

 

 

 

 

 

 

緊急速報メ

ールによる

一般周知の

追加 
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２ 津波警報等の伝達系統図 

 

（追加） 

 

２ 津波警報等の伝達系統図 

 

※緊急速報メールは、気象等（大雨、防風、高潮、波浪、暴風雪、大雪）に関す

る特別警報が対象市町村に初めて発表されたときに、気象台から携帯電話事業者

を通じて関係するエリアに配信される。 

 

P.32 

第 8章 

第 1節 

（追加）気象等の状況による洪水の恐れがあると認められるとき、国土交通

大臣又は知事と気象庁長官が共同して、その状況を関係機関及び一般に周知す

る目的で行う発表である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらかじめ指定した河川について、気象等の状況による洪水の恐れがあると認

められるとき、国土交通大臣又は知事と気象庁長官が共同して、その状況を関係

機関及び一般に周知する目的で行う予報である。 

表記の整理 
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P.33 

第 8章 

第 5節 

１ 国土交通大臣が指定した河川 

（矢作川） 

 

 

 

１ 国土交通大臣が指定した河川 

（矢作川） 

 

伝達系統の見

直し 

P.34 

第 9章 

第 1節 

 

 

 

 

 

 

１ 市の事務 

市は、愛知県水防テレメータシステムや国土交通省ホームページの「川の

防災情報」等により積極的に水位情報の収集に努めるものとする。（追加） 

 

 

 

 

 

 

１ 市の事務 

市は、愛知県水防テレメータシステムや国土交通省ホームページの「川の防

災情報」等により積極的に水位情報の収集に努めるものとする。一般財団法人

河川情報センター「川の水位情報」により、県内の危機管理型水位計の水位情

報を監視する。 

 

 

 

 

危機管理型

水位計の追

加、水位の見

直しのため 
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P.34 

第 9章 

第 1節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 愛知県水防テレメータシステム 

(1) 概要 

無線を介して雨量・水位・潮位を遠隔集中監視するシステムである。 

(2) 構成 

 

 

２ 愛知県水防テレメータシステム 

(1) 概要 

無線を介して雨量・水位・潮位を遠隔集中監視するシステムである。 

(2) 構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理型

水位計の追

加、水位の見

直しのため 
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P.35 

第 9章 

第 1節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の訂正 
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P.36 

第 9章 

第 1節 

５ 愛知県水防テレメータシステム潮位観測局 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 水位観測を行う河川・海岸 

 

５ 愛知県水防テレメータシステム潮位観測局 

６ 危機管理型水位計 

 (1) 概要 

 洪水時のみの水位観測に特化し、機器の小型化や通信機器等のコストを低

減した水位計。 

水位情報は、一般財団法人河川情報センターホームページ「川の水位情報」

（https://k.river.go.jp/）に掲載する。〔水位計１０４基〕（令和２年４

月１日現在） 

(2) 水位計設置個所 

 

 

 

 

７ 水位観測を行う河川・海岸 

 

所管   水系名   河川名   設置箇所  

知立  高浜川   新川   浜尾橋  

知立  高浜川   半場川   城藤橋  

知立  高浜川   稗田川   法響橋  

危機管理型

水位計の追

加、水位の見

直しのため 

 

P.52 

第 9章 

第 1節 

３ 避難所の設置 

避難先は、直近で防災上安全な公共建物を優先利用するが、市地域防災計

画で指定している避難所とする。（資料編-資料１０） 

また、水害時の緊急避難先として水害時避難場所（一時退避場所所）を（資

料編-資料１１）のとおり指定する。 

避難の方法としては、避難者が自主的に避難することを原則とするが、要

配慮者等自力で避難することができない場合は自主防災会、民生委員、地域

支援者等の協力を得て避難するものとする。また、緊急を要する場合は、必

要に応じて車両等を出動させるものとする。 

３ 避難所の設置 

避難先は、直近で防災上安全な公共建物を優先利用するが、市地域防災計画

で指定している避難所とする。（資料編-資料１０） 

また、水害時の緊急避難先として水害時避難場所（一時退避場所所）を（資

料編-資料１１）のとおり指定する。 

避難の方法としては、避難者が自主的に避難することを原則とするが、要配

慮者等自力で避難することができない場合は自主防災会、民生委員児童委員、

地域支援者等の協力を得て避難するものとする。また、緊急を要する場合は、

必要に応じて車両等を出動させるものとする。 

表記の整理 
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P.61 

第 10章 

第 2節 

 

愛知県は、県管理河川等を対象に、中部地方整備局、名古屋地方気象台、関

係市町村、関係諸団体とともに、法第１５条の１０に基づく大規模氾濫減災協

議会として、水防災協議会を設立した。 

水防災協議会において、中小河川等における氾濫特性及び治水事業の現状を

踏まえ、円滑かつ迅速な避難的確な水防活動等、大規模はん濫時の減災対策と

して各機関が計画的・一体的に取り組んでいくこととしている。 

愛知県は、県管理河川等を対象に、中部地方整備局、名古屋地方気象台、関係

市町村、関係諸団体とともに、法第１５条の１０に基づく大規模氾濫減災協議会

として、水防災協議会を設立した。 

水防災協議会において、中小河川等における氾濫特性及び治水事業の現状を踏ま

え、円滑かつ迅速な避難的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各機

関が計画的・一体的に取り組んでいくこととしている。 

表記の整理 

 以下余白   

 


